
令和7年度 さいたま市障害者差別解消法、虐待防止・権利擁護研修（管理者向け）

障害者の虐待防止・権利擁護について

演習のまとめ

～施設・事業所内の虐待防止に
管理者としてどのように取り組んでいくか～





市 町 村 窓 口 研 修 事 業 所 向 け 研 修

旧 Ａ コ ー ス （ 初 級 編 ）

旧 Ｃ コ ー ス （ 上 級 編 ）

旧 Ｂ コ ー ス （ 中 級 編 ）

対 象： 市 町村 職員 ・ 相 談 支援 専門 員

内 容：
障 害 者 虐 待の 未然 防 止 お よび 虐待 が
発 生 し た 際の 早期 発 見 、 適切 な対 応
に つ い て 学ぶ 。
コ ア メ ン バー によ る 対 応 方針 の協 議 、
個 別 ケ ー ス会 議や 対 応 方 針に つい て
検 討 す る 。

対 象： 事 業所 の管 理 者 等
内 容 ： 通報の意義の徹底。義務となった措置（研
修・委員会等）の実施如何を問う。持ち寄った各事
業所での取組や事例等の情報交換。

対 象： 管理者、サビ管、虐待防止マネージャー等
内 容 ： 虐 待防 止管 理 責 任 者の 育成 。 職 場
内 で の 虐 待防 止研 修 を 実 施す るた め の プ
ロ グ ラ ム やツ ール 等 を 理 解す る。

対 象： 事 業所 従事 者 等
（ 初 任 者 で も 参 加 で き る 内 容 ）
内 容 ： 虐 待に つい て 理 解 を深 める （ 特 に
グ レ ー ゾ ーン ）。 虐 待 防 止の 取組 に つ い
て 学 ぶ 。

共 通 講 義 （ 動 画 視 聴 ）
障 害 者 虐 待に つい て 広 く 理解 を深 め る

旧Ａコース（従事者向け）
旧Ｂコース（担当者向け）
を事業所や地域でどのように実施できるか？

本研修の位置付け（再確認）
埼 玉 県 障 害 者 虐 待 防 止 ・ 権 利 擁 護 研 修 【令和５年度～】

地域（各区）で実施している例
【基礎編】（12/1 桜区で開催）
【発展編】（2/10 北区で開催）

埼 玉 県 2/17
さいたま市 12/11・12/15



令和４年４月〜令和３年４月〜〜令和３年３月

義務努力義務努力義務従業者への研修実施

義務努力義務設置を推奨
虐待防止委員会の設
置

義務努力義務努力義務
虐待の防止等のため
の責任者の設置

障害児者施設・事業所における障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に
以下の内容が盛り込まれました。
令和４年４月から、虐待防止等のための委員会の開催や従業者への研修実施等が

義務化されました。（令和４年３月までは努力義務）

義務を果たす（研修の実施・委員会の設置）ことが「目的」ではない。
虐待防止のための「手段」であるべき。 なぜ義務化となった？

虐待防止のさらなる推進【令和３年度報酬改定】

義務化された措置が未実施 減算【令和６年度報酬改定】



出 典 ： 令 和 ４ 年 度 障 害 者 虐 待 防 止 ・ 権 利 擁 護 指 導 者 養 成 研 修 資 料
「 障 害 者 虐 待 防 止 委 員 会 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 委 員 会 と 虐 待 防 止 責 任 者 の 役 割 」



出典： PwCｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ合同会社 「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」



出典： PwCｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ合同会社 「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」



市区町村職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）
教育・知識・介護技術等に関する問題 …65.4％
倫理観や理念の欠如 …54.6％
職員のストレスや感情コントロールの問題 …55.6％
虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ…26.9％
人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ …27.3％

専門性
の不足
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出典： 厚生労働省 令和５年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書

施設内虐待から見えてくるもの



虐待が認められた施設・事業所の虐待防止に関する取組

管理者の虐待防止に関する研修受講 …57.6％
職員に対する虐待防止に関する研修の実施…72.9％
虐待防止委員会の設置 …60.7％
通報義務の履行 …49.8％

ただ研 修をす れば虐 待はな くなる もので もない

研修の受講・研修の実施 ≠ 虐待防止

出典： 厚生労働省 令和５年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書



「研修」と「現場」の乖離

虐待防止研修

大事なこと必要なことと理解
意識、気づきが重要

別もの︖
それはそれ︖
現実は違う︖
乖離してない︖

行ったり来たり
しながら

一緒に考えていく
必要があるのでは

実践
現場

日常

中堅︓担うべき役割増
いろいろ現実が見えてくる

矛盾

集団生活

生命

安全

ストレス

職員不足

上司

出 典 ： 埼 玉県 発達 障 害 福 祉協 会 令 和 ６年 度 中堅 職 員 研 修会 資料

職員が抱える課題（専門性向上）に応える研修とは？

●経営の要素：「ヒト」「モノ」「カネ」「トキ」「シラセ」

●職場の理念や職場の実情に基づいた人材育成

●実際の現場では「机上の空論」は通用しない ●予測できないことが起こるのが福祉の現場

人材育成はそれぞれの職場（組織）が責任単位であることを前提に…



虐待の芽（グレーゾーン）
ちょっとした不適切なケア

虐待防 止の近 道は「 虐待の 芽を摘 む」こ と。
「摘む」とは「虐待が起こる背景に目を向ける」ということ

「虐待の芽」（グレーゾーン）から見える課題

根 っ こ
虐 待 の 原 因 ・ 背 景

土
施設・事業所の組織・環境・風土など

虐 待 の 芽 だ け が 虐 待 防 止 の タ ー ゲ ッ ト で は な い

根 や 土 壌 に こ そ 虐 待 の 本 質 が 潜 ん で い る は ず

職場の「根」や「土壌」に踏み込む（課題を見定める）のは
まさに 管理 者 ・サビ 管の役 目



□ 職 場 の 風 土 ・ 職 業 倫 理 の 不 足

・弱い相手を対象にしているため、職員としての権威や裁量が増大する。

・虐待ではなく指導・しつけと考えている。利用者のためという思い込み。

・職員同士でかばい合う。見てみないふりをする。隠ぺいする。

□ 知 識 ・ 技 術 の 不 足

・利用者の行動の原因を理解できず、力で抑えようとする。問題が長期化する。

・利用者への意思決定支援が十分になされていない。

□ 過 度 な 安 全 管 理

□ 虐 待 防 止 体 制 が 機 能 し て い な い

・利 用 者 の 声 を 聞 く シ ス テ ム が な い 。

・職 員 の 通 報 ・ 相 談 が 生 か さ れ な い シ ス テ ム で あ る 。

・マニュアルやチェックリスト等が形骸化している。

□ 職 員 の 個 人 的 性 格 ・ ス ト レ ス ・ 疲 労 の 蓄 積

□ 職 員 間 の 関 係 の 悪 さ

虐待の芽が生える土壌（例）



密室性
利用者に対して支援者が、マンツー
マンの対応が多い。支援の内容が他
人に見えにくい。自分自身の支援の
問題点に気がつきにくい。

管理者が身近にいないことが多い。
相談する相手がいない。どう判断、
対応すべきかわからない。追い詰め
られてしまう。

密着性
（親密性）

非管理性

外から見えない。
隠れる。
第三者の不在。

狭い空間。
家族のような関係。

一人職場。
管理者不在。

その他にも「小規模な法人が多い」「パート・非常勤の職員が多い」「人材確保が難しい」など。

親代わりの責任感のようなものから、
支援者が利用者の利益になるように
と、本人の意志に反して行動に介
入・干渉してしまう。
うまくいかなくなった利用者との人
間関係はなかなか修復が難しい。

□施設種別ならではのリスク・背景（例としてGH・居宅系）

虐待の芽が生える土壌（例）



□ 施設種別ならではのリスク・背景（例として通所・就労系）

・日課やさまざまなルールの存在

・他利用者との兼ね合い
集団の中で「特別扱いはできない」との意識

・納期に追われる（職員が残業）
対外関係を悪くできないﾌﾟﾚｯｼｬｰ

・訓練なのだから「社会性を身に付けさせなけ
れば」との使命感

・売上がなければ工賃はあがらない

・集団心理がはたらく

・集団的な人間関係からのﾌﾟﾚｯｼｬｰ
ルールを変えることを提案できない

納期 取引先との関係

集団での活動・作業

訓練としてのサービス
売上等の目標（就労系）

職員も集団である

ジ レ ン マ ・ 葛 藤 を 抱 え て い る 中 で 、 同調 圧 力 や 声を あ げ づ らい 職 場 環 境

虐待の芽が生える土壌（例）



過去の県研修で見えてきたもの（受講者の声から）

「でも職場では受け止めてもらえない」、「みんな自分こそは正しいと思っ

てる」、「通報はもみ消される」、「上が変わらないと何も変わらない！」

「虐待であるか、グレーゾーンか、虐待でないか」の捉え方は人によって違う

同じ人でも状況が違えばその時々で捉え方が変わる

グレーゾーンの捉え方は人によって大きく違うもの

つまり、その人の価値観によって捉え方が変化するということ

何が正しいかはその時、その場所、その相手で変わる
自分たちが正しいか、正しくないかは

さまざまな価値観とのすり合わせの中で検証するしかない



2回目（研修後）1回目（研修前）
項 目 EDCBAEDCBA

13%16%26%24%21%15%25%29%20%11%利用者がベッドから落ちないように、
安全のためベッドに柵をつける。

14%17%29%24%15%19%30%27%15%8%自傷行為の激しい利用者に対し、怪我
防止のためヘッドギアを着用する。

4%7%23%35%31%6%13%33%27%21%危険防止のため、いつでも敷地の入り
口の門にカギがかかっている。

2回目（研修後）1回目（研修前）
項 目 EDCBAEDCBA

8%15%28%30%20%13%24%36%18%9%興奮して殴り掛かってきた利用者を
押さえつける。

同 じ 項 目 で も こ れ だ け 価 値 観 が 異 な る
～特に「安全」「生命」なのか「権利」なのかは価値観が分かれる～

（過去の県研修のチェックリストより）

同 じ 人 で も 研 修 前 後 で こ れ だ け 変 化 す る
→演習でいろいろな人と意見交換（つまり他者との価値観のすり合わせ）をした効果

事業所の中では「自分（たち）は正しい」という思い込みに陥るリスクが少なか
らずあるという前提で、虐待防止に取り組むべき
思い込みに陥らないためには、専門的価値観（職業倫理）を醸成すること。多様な価値観、

時代に即した価値観に触れ、常にチーム内ですり合わせていく機会（≒研修）を作ることが必要



「でも職場では受け止めてもらえない」、「みんな自分こそは正しいと思っ

てる」、「通報はもみ消される」、「上が変わらないと何も変わらない！」

変わらなければならないのは誰？
なぜ虐待防止責任者の設置義務化となったのか

過去の県研修で見えてきたもの（受講者の声から）

虐待者の職種
生活支援員 44.4% 世話人 9.9%
管理者 7.9% 設置者・経営者 3.4% サビ管 6.5%

出典： 厚生労働省 令和４年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書



出 典 ： 令 和 ４ 年 度 障 害 者 虐 待 防 止 ・ 権 利 擁 護 指 導 者 養 成 研 修 資 料
「 障 害 者 虐 待 防 止 委 員 会 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 委 員 会 と 虐 待 防 止 責 任 者 の 役 割 」



虐待が認められた施設・事業所の虐待防止に関する取組

管理者の虐待防止に関する研修受講 …57.6％

職員に対する虐待防止に関する研修の実施…72.9％

虐待防止委員会の設置 …60.7％

通報義務の履行 …49.8％

●虐待事例でも自ら通報するｹｰｽが増えている

●一方、通報せず or 他からの通報により

発覚したｹｰｽもまだまだある

出典： 厚生労働省 令和５年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書



●通報する勇気とためらい

●大事な仲間を晒すような感覚
自分が最も信頼している、期待している後輩が…

自分の代わりに仕事を引き受けてくれた職員が…

関わりの難しい行動障害のある方への支援に積極的に関わってくれた職員が…

●通報後の職員のモチベーション、離職…

●でも、私たちの仕事の中心にいるのは誰なのか？

●早期の通報はすべてを守る

●そうならないためにも…

通報・相談への葛藤
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通報義務は障害者虐待防止法における防止施策



市町村による事実確認・訪問調査の内容から

通報等を受けた市町村は、事実確認や障害者の安全確保を行なう。
この段階の調査は、事業所等の任意の協力の下に行われるものである。



・施設等の職員が通報者である場合には、施設・事業者には通報者を明かさずに
調査を行う等、配慮する。

・施設自らが通報してきた場合、虐待を隠ぺいする施設と同様の厳しい対応を行うことは適切で
はない。施設等の姿勢を見極めつつ事実確認を行い、「取り締まり」的な姿勢ではなく、再発
防止に向けた取組を支援する姿勢が求められる。
（虐待が「発覚」した所と、自ら組織的に通報してきた所は別。）

・調査に当たって、障害者や施設従事者等の権利やプライバシーを侵すことがな
いよう、十分な配慮が必要である。

※調査を行う際の留意事項（抜粋）



「通報はすべての人を救う」



虐待防止のために何ができるのか（手段）

● 事 業 所 （ 施 設 ） の 中 で で き る こ と

・理念の浸透 事業所が大切にする理念（価値観）の共有、倫理綱領・行動規範

・ｽﾀｯﾌ会議等 情報の共有、ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ、気づきの機会（ﾋﾔﾘﾊｯﾄの奨励）、価値観のすり合せ

・相談できる環境づくり アドバイスを受けられる環境、スーパービジョン

・利用者の声を聞く仕組み 利用者の自治活動、苦情受付、意見箱、面談

・個別支援計画に基づく支援 勘（1人ひとりの価値観）に基づく支援をしない

・職員の専門性の向上 内部研修の実施（チェックリストの活用、グループ討議）

・職員の心に寄り添う仕組み 面談、ストレスチェック、アンガーマネジメント

・虐待防止委員会の設置などの体制づくり（義務化） マニュアル、通報の手順・活用

・職員の専門性の向上 外部研修への派遣

・法人を超えた、地域の中での事業所同士のつながり、ネットワーク

・家族、他の利用サービス、相談支援専門員、後見人などとの連携

・施設見学・実習生などの受入れ、地域とともに行なう行事（第三者の目）

・福祉サービス第三者評価、指導監査への真摯な対応

● 事業所（施設）を超えて or 地域の中できること

参考：厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 施設・地域における障害者虐待防止ﾁｪｯｸﾘｽﾄ （A 体制整備ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）
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虐待
不 適 切 な ケ ア
（グレーゾーン）

適 切 な ケ ア 質 の 高 い ケ ア

虐待防止 ≦ 支援の質の向上 と考える必要があります

「 虐 待 の 防 止 」 が 私 た ち の 仕 事 の ゴ ール で は な い。

プロとして、質の高いケアを目指し続けるのが私たちの使命。「支援の質の向上」に
向けた普段の取り組みの中で、虐待の芽を摘む行動もされるべきではないでしょうか。

「虐待防止」（引き算）と「権利擁護」（足し算）を使い分ける
「支援の質の向上」（掛け算）へのチャンス！



法人が目指す支援や質の向上のための
さまざまな「仕組み」と

実際の「取り組み」が必要

何もしなければ、坂なのでｽﾞﾙｽﾞﾙと転落していく
⇒ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ・虐待へ

管理者・サビ管として…



虐待防止のカギを握るのは管理者
「やらなければならないこと」はたくさんある。

それを「できない言い訳」にしていないだろうか？

管理者は、施設の根にも土壌にも踏み込める
ということは、「根」や「土壌」を作る（仕組みを作
る）ことができるのも管理者だということ。

さらに、仕組みがあれば虐待がなくなるわけではない
それを実際に実施する（取り組む）決断もまた、

「土壌」を知るそれぞれの管理者でなければできない。

さまざまな葛藤の中でも、利用者と職員のために、
私たちがやらなければ！

身近な地域ﾈｯﾄﾜｰｸの中で、管理者同士が協力する場も大切ですね
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ご清聴ありがとうございました


